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４月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 令和３年４月 21 日（水）15 時 07分～16 時 40 分 

２ 開催場所 武雄市役所 ４階会議室 

 

３ 出席者名 教 育 長：松尾教育長 

       教育委員：一ノ瀬職務代理者、大庭委員、馬場委員、岡本委員、田中委員、

大渡委員、井手委員、野田委員 

       事 務 局：秋月こども教育部長、諸岡こども教育部理事、木村教育総務課

長、古川学校教育課長、野口生涯学習課長、山北文化課長、八

坂教育総務課長代理 

４ 傍聴者数      なし 

５ 報道関係者     なし 

６ 議事録署名人の指名 【田中委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  令和３年３月定例教育委員会会議録 

８ (1)教育長の報告 

１  はじめに 

   ・４月の市内の陽性者の急増（20 日現在）20 人 参考R2.4～R3.2 の 11 か月間で 

   40人 

   ・児童生徒、教育活動への影響を懸念、変異株(N501Y)拡大及び福岡県の状況を注 

    視 

   ・わんぱくスクール開校（4/25）を延期 次回までの体育大会 5/16 山内中・北方 

    中 

２  雄武町との児童交流事業の実施（21 日以降、団員募集 11 名） 

   雄武町児童生徒滞在：7 月 29 日～8 月 2 日(武雄受入：7 月 30日午後から 7 月 31 

日夕方) 

   雄武町へ研修日：2 月 4 日～2 月 8 日(ホームステイ予定日 2 月 5日) 

   ・ホームステイを中止して黒髪少年自然の家に宿泊、ファミリー交流は実施予定 

   ・ホームステイ中止に伴い、雄武町でのホームステイ中止の可能性有りで負担金値上げ 

３  登下校中の名札着用問題（児童生徒の被害防止、安全安心の確保） 

  ・小中学校とも学校のみでの着用の方向、小学生の体操服のゼッケン着用の可否も 

検討 

４  佐賀県教育委員会・市町教育委員会協働会議（別紙資料） 

   ・SAGAハイスクールプロモーション事業 
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   ・プロジェクトＥ 

   ・部活動改革推進プロジェクト 

５  今後の検討課題等 

   ・花まる学習会での地域支援員への対応(変異株の拡大状況、ワクチン接種等を注視) 

   ・学校への視察の受け入れの基準 

   ・西部教育事務所・武雄市教育委員会の学校訪問（5月 27日 山内中スタート)の体 

    制 

   ・水泳授業は、現時点で実施する予定 

６  その他（４月 30 日（金）の予定） 

    9:00 新教育委員辞令交付  9:20 写真撮影（関係者のみ、集合写真は後日） 

    9:10 臨時教育委員会    9:30 議長へのあいさつ 

９ 議 事【公開】 

  (1) 提出議案 

  第１号議案 武雄市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

  第２号議案 武雄市教育委員会事務局職名規則の一部を改正する規則 

  (2) 報告事項 

   ①自治公民館長の委嘱について 

   ②職員配置について 

   ③図書館の選書について 

   ④各課からの行事報告 

10 議 事【非公開】 

  (1) 提出議案 

  第３号議案 武雄市学校適応支援教室設置要綱 

  第４号議案 武雄市奨学資金貸与に係る奨学生の決定について 

  第５号議案 武雄市文化のまちづくりデザイン会議設置要綱 

  (2) 報告事項 

   ①寄附採納について 

11 次回開催日程について 

  【令和３年５月 18 日（火）15 時～武雄市役所４階会議室】 

12 その他 

13 閉会 

14 会議録 
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午後３時７分 開会 

 

○教育長職務代理者 

 それでは、今年度最初の教育委員会を始めたいと思います。 

 まず、最初ですので、今回４月の異動で新しくこの会議に来られた方がいらっしゃいます。

また、教育委員さんでも今度今日からという方もいらっしゃいますので、新しい方の自己紹

介を最初にお願いしたいと思いますけれども、まず、教育委員さん野田さんのほうからよろ

しいでしょうか。簡単にいいです。 

○野田委員 

 こんにちは。４月から教育委員に任命していただきました野田といいます。よろしくお願

いします。 

○教育長職務代理者 

 それでは次、こども教育部長。 

○こども教育部長 

 こんにちは。４月に先ほど紹介いただきましたこども教育部長のほうに配属になりました

秋月と申します。現在 20 日ばっかり過ぎて、改めてこども教育部を抱えている範囲の広さ

に驚きと、それから、身の引き締まる思いでございます。私の置かれている位置は、こども

教育部、特に教育委員さんたちにはいろいろ御意見をいただきながら、また、当然、教育委

員会だけでできないこともございますので、市長部局との連携や、それから、市議会との相

談、それから、御支援をいただきながら、私も頑張っていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○教育長職務代理者 

 次が教育総務課長さんお願いします。 

○教育総務課長 

 皆さんこんにちは。４月に教育総務課長になりました木村と申します。教育委員会のほう

で全体的な手配等をすることになりまして、まずは、不手際等がないように努力していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者 

 こども教育部理事はもう皆さん御存じだと思います。じゃ、よろしくお願いします。 

○こども教育部理事 

 ３月までは教育総務課のほうでいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

また、今回は違う位置からまたお世話になります。今後とも引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。 

○教育長職務代理者 
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 じゃ、教育総務課長代理。 

○教育総務課長代理 

 皆さんこんにちは。去年までは施設管理係のほうで仕事をさせていただきましたが、今度

４月から総務係のほうに替わりました。一応教育委員会については７年目になりますけど、

総務係は１年目になります。皆さんと共に一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 次も顔は皆さん御存じだと思いますけれども、生涯学習課長と文化課長が入れ替わりにな

られましたので、自己紹介をお願いいたします。 

○生涯学習課長 

 ３月まで文化課長のほうでお世話になっておりました。４月から生涯学習課長ということ

でまた改めてよろしくお願いいたします。 

○文化課長 

 ３月までは生涯学習課でお世話になりました。４月から今度新たに文化課ということで

やっていきますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者 

 それでは、早速始めたいと思いますけれども、始まった途端にコロナがまた息を盛り返し

まして危ない状態になってきましたけれども。 

 それでは、議事録署名人の指名ですけれども、今回は田中委員さんになっておりますけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

 次が公開と非公開の件で、非公開の決議を教育長のほうからお願いいたしたいと思います。 

○教育長 

 では、今日は傍聴の申出はあっておりません。 

 それで、レジュメ、本体冊子の表紙の裏のほう、裏面を見ていただくと、５番が公開でき

る議事ということで、６番が非公開議案になっております。先ほど追加議案、第５号議案が

ありましたけれども、非公開議案は３件ということで公にできない理由ということで非公開

にしたいと思っております。非公開にすることで賛成の委員さんは挙手をお願いします〔賛

成者挙手〕。 

 ありがとうございました。そしたら、６番の非公開議案３件については全て非公開にさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 それでは、前回議事録の承認ですけれども、何か訂正するところがありましたら、お願い

いたします。Ａ委員さん。 
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○Ａ委員 

 25 ページの上から３行目なんですが、私の発言になりますけれども、幼・保・小連携に

関する具体的策ということで、「ずっとこれなんですけれども、なかなかすみません」とい

うところですが、「なかなか進みません」というつもりで申し上げました。申し訳ありませ

ん。よろしくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 ほかにないでしょうか。あとはよろしいですか〔「なし」と声あり〕。 

 あとはないということですので、承認でお願いいたします。 

 次は教育長の報告です。教育長さんお願いします。 

○教育長 

 皆さんこんにちは。 

 まず、お断りです。先ほど開始が遅くなりましたけれども、一ノ瀬職務代理者が本日で最

後になられましたので、市長さん、副市長さん、そして、議長さんに、挨拶に行ってきたと

ころです。今日しかお会いする機会がないということで、急遽挨拶に行ってきて開始が遅れ

ました。申し訳ございませんでした。 

 もう一点は、昨日急に、先ほどありましたけれども、市内で８人ということで、本日の会

議自体をどうするかというようなことも心配いたしました。今日、明日、明後日の他の会議

をどうしていくのかとか検討をしたんですが、取りあえずこの会議は第１回であったし、密

を避けてということで後ろのほうに控えている事務局も今日提案する部署だけをここに出席

をしています。ここに来ていない部署に質問があった場合は、それをそのまま受けて、１週

間後に臨時教育委員会を開きますので、そのときにお答えするというようなことで対応させ

ていただきたいと思いますので、どうぞ御理解をいただきたいと思います。 

 では、私が用意しましたレジュメに従って簡潔に進めていきたいと思います。 

 ４月に入ってから市内の陽性者が 20 人というようなことで急激に増えました。１年前の

４月から、そして、今年の２月までの 11 か月間で武雄市は 40 人だった、それがこの 20 日

間で陽性者が市内でその半分出たということでも、ちょっとこれだけの急激な増というのは

変異株も入り込んでいるのかもしれません。この変異株が子どもたちにも感染しやすいとい

うような、あるいは重症化しやすいということを言われていますので、非常に心配をしてい

ます。 

 今後の動向ですけれども、その下に書いてある子どもたち、あるいは教育活動への影響を

懸念しておるところです。今後は変異株の拡大の状況、福岡県が多くなったら、しばらくし

たら佐賀県ということになってきますので、この辺も注視しておかなくてはならないと思い

ます。 
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 子どもたちは今のところは、検査までは行っていませんが、親が検査で学校を休むとか、

そういうのが何人か出てきています。25 日、今度の日曜日をわんぱくスクールの開校に予

定しておりましたけれども、こういう状況でまた延期ということで、去年が７月にしました

ので、再募集をしていくのかなと考えています。 

 次の定例教育委員会が５月 18 日ですかね。５月 18 日までに体育大会があるのは２校で、

山内中学校と北方中学校が 16 日に予定しています。その１週間後の５月 23 日の日曜日が６

校が予定されています。小学校と中学校、23 日が一番多い日になっています。今のところ、

そういう体育大会の予定です。 

 もう一つの大きな行事が雄武町との児童交流ということで、非常に厳しい状況の中ですが、

委員会を開きまして、予定どおり行うということで募集を始めています。７月 29 日から、

８月２日まで滞在ですけれども、武雄が受入れをするのは７月 30 日午後から、そして、31

日までということになります。ここでホームステイをしていたんですけれども、ホームステ

イは受入れが心配な家庭もあるんじゃなかろうかということで、ホームステイを中止しまし

て、宿泊は黒髪少年自然の家を予定しています。そして、次の７月 31 日は観光地を家族ご

とに回るというファミリー交流は予定どおり実施することと、今のところしています。 

 ホームステイを武雄では時期的に難しいということだったら、２月に雄武町が逆にホーム

ステイを受け入れていただけるのかどうか。武雄ではしなくて、雄武町だけはしてください

とも言いにくいので、そうると、別のところに宿泊することになるわけですね。そういうこ

とから、今までは負担金を５万円としておりましたけれども、5,000 円上げて５万 5,000 円

で、余ったら返却をするということにしています。 

 また、１か月前ぐらいから、例えば、キャンセル料が発生するという場合に、ちょうど発

生し出す頃は問題なかったと。ところが、２週間ぐらい前になって急に状況が悪くなるとか

になったときに、それは去年、小・中学校の修学旅行のときに市で対応しましたけれども、

そういったキャンセル料については市で対応するというようなことで、１か月前と本当に１

週間前、状況ががらりと変わるときがありますのでですね。 

 登下校中の名札が問題になりましたけれども、今、小学校は簡単に外せますけれども、中

学校は縫いつけ方式なんです。今いろいろ両面テープでひっつけてポケットに差すようなも

のが安くてあるようですので、中学校も準備ができ次第、学校に置いて帰る方向で進んでい

くということになっています。 

 指摘を受けていた小学生の体操服のゼッケンも、今、子どもたちの名前を覚える段階です

けれども、しばらくしたら、名前を覚えたら必要ないというふうなことでした。あるいは運

動会のときにどうするかということで地域と合同でするようなところが、あそこの地区名が

必要なのかどうかというようなことは育友会とか地区と相談されるということです。 

 今後の検討課題ということですが、花まる学習会については今のところ、大体連休明けぐ
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らいということですが、状況が状況ですので、準備の期間もありますので、６月ぐらいに始

められればというようなことでしておりますが、変異株の拡大状況、あるいはワクチン接種

の進行状況などを今後見ながら、開始時期を検討していきたいと思っています。 

 学校への視察の受入れ基準ということで、ＧＩＧＡスクール関係で武雄市には視察が多く

入る可能性が出てきています。市役所でこういった感じで視察を受けるのは何にも問題ない

ですが、この後、学校を見させてくださいというときに大丈夫なのかというようなことがあ

ります。いろいろ状況を見ながら視察については対応していきたいと思っています。視察依

頼は６月ぐらいからまた始まるんじゃなかろうかと思っています。 

 視察と同じように、教育事務所、そして、市教委の学校訪問が５月 27 日からスタートと

いうことになります。コロナ禍が落ち着いてくれればいいんですが。 

 水泳の授業については、今のところする方向で準備を進めています。大体５月 23 日に体

育大会が終わった後ぐらいからプール掃除が始まるような予定になっています。今のところ

周辺の市町はどこでもプールの授業はするということで進んでいます。全国的に見ると、ス

イミングスクールでもクラスターが発生したりしていますが、水の中で広がっているんじゃ

なくて、プールサイドとか別のところで食事をしながら広がったという状況です。 

 ６番目ですが、30 日の臨時教育委員会ですけれども、新しい牟田教育委員さんの辞令交

付を９時にして、そして、９時 10 分に教育長室で臨時教育委員会をして、そして、写真撮

影という集合写真を考えていましたけれども、山口委員さんがおそろいじゃないので、新任

の教育委員さん、関係者だけを写して、集合写真はそろってからということで考えています。

そして、議長さんへの挨拶ということで予定をしています。こういうことで 30 日は予定し

ています。 

 ４番に戻りまして、県と市町の教育委員会の協働会議ということでしたけれども、別紙資

料がありますかね。 

 今年度の佐賀県の大きな施策は、ＳＡＧＡハイスクールプロモーションという事業で、資

料にもありますけれども、県内の中学生が県外の高校に多く進学しているというようなこと

です。ただでさえ子どもが減少している中で、いかに県立学校にとどめておくかということ

で、そういう魅力ある県立学校づくり、高校づくりをおこなうということです。企業説明会

のように、県立高校もブースを作って、子どもたちに説明するようなことを県内３か所で、

西部地区とか東部地区とか、今までそういう個別の相談会というのはなかったんですけれど

もね。そういうことにも取り組んで、子どもたちに県立学校の魅力を伝えて、幾らかでも募

集すると。 

 プロジェクトＥというのはＩＣＴ教育の推進というようなことで、武雄は一歩進んではい

ますけれども、武雄小学校を研究指定校にして進めていくものです。授業改善、あるいはオ

ンライン授業、こういったものに力を入れて進めていくというようなことで進んでいます。 
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 ３つの中でも一番の時間をかけて協議がありました中学校の部活動を今後どうしていくの

かというようなことで、11 ページ、これについてはＢ委員さんが結構質問をしていただき

ましたので、Ｂ委員さんからちょっと報告を。 

○Ｂ委員 

 当日、一ノ瀬委員さんの代理で出席させてもらって、本当 80 名近いそうそうたるメン

バーの方がおられる中で、今日は発言しませんのでと言うとったけど、一番僕の興味のある、

皆さんに以前パンフを配った部活動改革令和５年に向けての分があって、教育長さんが説明

された後にも佐賀市の教育委員会からも質問が出て、今、県内高校も中学校もそうですが、

少子化の中で２つの学校がメンバーが足りないときに、種目は限定されていますけど、そう

いうのが佐賀市あたりもどんどん少子化の中で部活が存続できないので、３つあたりをまと

めてするとか、県の保健体育課のほうからも回答はされましたけれども、今後、国の動きが

こういうふうになっていますという、自分なりの思いを伝えました。そしたら、たくさんの

方、教育長さんたちから多くの質問が出まして、そこに資料が 11 とか 12 にあるような形で、

今後、学校の部活動は働き方改革に伴って部活動を見る先生も少なくなるし、それから、地

域に返すにしても、じゃ、地域には指導者が本当にいるのかという、そういうふうな課題も

残しながら、今年度モデル的に多久市が３つの中学校が合併して、それから、基山町あたり

も少子化の中で１つのモデルとして、２年間やったかな、３年間の研究をしていくと。そう

いうのを見ながら教育長さんとか、武雄でいけば、市のスポーツ課あたりも一緒になって今

後検討していかんばいかんのじゃないかというようなことで、本当時間が長くなるような形

で出ました。 

 以上です。 

○教育長 

 合同ですると、指導者がいるとか、人が集まってというような、少子化でしたい部活がで

きないような状況になってきているので、今後そういうふうに、平日は学校でして、土日は

地域で集まってしてとかというようなことが考えられています。今後、基山と多久市の動き

を見ながら大きく変わっていくだろうと思います。 

 ただ、高校は目的というか、将来その仕事で生計を立てるような子どもたちもおるので、

中学校とはまた違うようなところはあります。取りあえず中学校が対象になっているという

ようなところです。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 何か教育長さんに御質問等ありましたら、お願いいたします。Ｃ委員さん。 

○Ｃ委員 

 ３番の登下校中の名札着用の問題ということで御説明いただきましたけれども、中学校は
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学校のほうに置いて帰るというようなことをおっしゃったかと思うんですけど、小学校の場

合は一応持ち帰ってということですか。 

○教育長 

 小学校はもともと安全ピンで留める名札でしたので、すぐしようと思えばできるんです。

ほとんどしていると思います。ところが、中学校は購入したのが縫いつけ式ですから、中学

校は二、三年かけて変えていくかと考えていたら、中学生も被害に遭っているようなことが

あったので、対応することにしています。小学生はもともと安全ピンでするので、今、小学

校１年生が安全ピンを外せるか、その辺を練習しているところです。 

○Ｃ委員 

 小学生の場合だと思うんですけど、名札の裏に、例えば、連絡先とか何か書いたりしてい

るのは、何かあったときにそれを見て連絡をしやすいというふうなこともあるので、学校に

置いておくというよりか、ランドセルの中のどこかに入れるとか…… 

○教育長 

 血液型とかいろいろ連絡先とかですね。ランドセルの内側にそういうことは準備しておか

ないと、交通事故とかに遭ったときに、そういうことがあるし。 

○教育長職務代理者 

 よろしいですか。 

 ほかにないでしょうか。Ｂ委員さん。 

○Ｂ委員 

 ２番の雄武町との交流、ちょっと確認ですけど、ホームステイはなくて、黒髪少年自然の

家は理解できるんですけど、以前は学校受入れがあって、プール交流とか児童交流とかあっ

ていましたですよね。それも今年は計画…… 

○生涯学習課長 

 それは予定どおりでございます。 

○教育長 

 受入れは山内東小学校です。 

○Ｂ委員 

 教育委員もそういう学校があるときはそこに一緒に見に行ったりしよったから、学校がな

くなったのかなと思ったので、確認しました。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか。Ｄ委員さん。 

○Ｄ委員 

 １番の体育大会の件です。 

 これでいくと、２校と６校で８校ぐらいが５月にされるということで、去年、結構秋にさ
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れていたところが多くて、保護者とかの声としてはゆっくり子どもが落ち着いた時期にあっ

てよかったとか、結構好意的な意見があった中、５月にまた半分ぐらいの学校が戻ったとい

うのは何か理由があるんでしょうか。 

○学校教育課長 

 年間行事は大分行事の精選等も図って、このコロナ禍を生かして、なくすといいますか、

変更できる行事はということで学校も考えているようです。 

 ただ、修学旅行が結構秋のほうに来ております。中学校のほうも秋のほうに修学旅行を

持ってきて、６月にするところもありますが、そういったところの兼ね合いがあって、やは

りできる時期に運動会をということで計画をしたようです。 

 ただ、コロナが出てきているので、少し見通しがどうなるか分かりませんが、そういうこ

とを考えているようです。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 いいですか。 

 教育長。 

○教育長 

 また元に戻した感じですね。無理やり去年が修学旅行と体育大会を全部２学期に回してく

ださいと。ちょうどその直前まで臨時休校期間でしたから、大きな行事は全部９月、10 月

に動いてしまって大変だったので、体育大会は外でするし、気をつけながらということで元

に戻ってきたという感じですね。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか。Ｅ委員さん。 

○Ｅ委員 

 部活動改革のプロジェクトの話で、新聞とか見ていると、ガチ部活とユル部活というのが

あるみたいで、どういうのかというと、ガチ部活というのは、いわゆるハードにやる野球と

か、そういうスポーツ系のもので、ユル部活というのは、最近、何か子どもたち集まって好

きに今日はバドミントンをしようとか卓球しようとか、自分たちでヨガをやったりとか、緩

く、何か大会に出るとかじゃなくて、ストレス発散とか、そういう体力づくりで、何かそう

いう形態も最近あるみたいです。全国の新聞とか見るとそういうのがあって、それは佐賀県

の中にもあったりするのかなということをお聞きしたいんですけど。 

○教育長 

 聞いていません。ユル部活は。大学生のサークルとか、そのぐらいはあるかもしれんです

けど、同じ部活内で勝たんばいかんという保護者と一緒にできればいいという二極化はある

んですけど。そういう人たちを集めてユル部活というのは、そこまで教員の数も余裕はない
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と思っています。 

○Ｂ委員 

 さっき言った学校体育と社会体育の違いはもちろんあって、さっき教育長も言われたよう

に、保護者のニーズとか子どものニーズで、アスリートを目指す子どもがいて、これはどう

しようもないことだから、今言われたように、緩やかスポーツじゃないですけど、それを言

えば、今後出てくるのが二極化かも分かりません。総合型地域スポーツクラブ、武雄市もあ

りますけど、ああいうところにも北方のバドミントンの子どもたちがいると思うんです。あ

あいうのは大人の人とか、場合によってはスポーツ少年団とか、スポーツクラブという形で、

北方独自じゃなくて、総合型のスポーツクラブの中に入っている子どもたちがいるんですね。 

 将来的には国のスポーツ協会が考えているのは、そういう中で子どもたちの、要するに楽

しみたい、体づくりしたい、仲間をつくりたいと、そういう子たちがする場も並行してつく

ろうとしているのがこの総合型なんですね。でも、今はスポーツ少年団に入っている入って

いないは関係なくて、子どものスポーツと、総合型は大人のスポーツ的な感覚があるんです

けど、本当はそれを一つにしたいという国の考えではあるとですよ。 

 でも、なかなかそこが国が音頭を取ってもらえないので、できていないだけで、そういう

のは今後は出てくると思います。そうせんと、スポーツ離れがどんどん多くなってくるので、

体あってのことでもあるので、スポーツをさせるために、強い、激しい、ハードだけじゃな

くて、そういうスポーツが今後出てくるんだろうと思います。 

○Ａ委員 

 今ちょっとＥ委員さんが言われたことは、中学校よりも小学校のほうが結構傾向としてあ

るかなと思うのは、社会体育のほうでどうしても親が勝たせたいとか上手にならせたいとい

う思いが強くて、先ほど言われた夜遅くまでするという傾向があるがあまりに、遅くまでや

る、勝つための野球をやる、勝つためのサッカーをやるみたいなところに特化しがちなので、

先ほど教育長も言われましたけど、今はスポーツ課のほうに権限が移譲してしまったので、

そういった点を教育委員会からもっと、先ほどＢ委員さんが言われた、本来、スポーツの楽

しみ方とか学び方とかというのは提言していくべきじゃないかなと。そういった意味で、学

校をある程度管理下において、管理下というと言い方あれかもしれませんが、学校の教員が

関わる中でスポーツができる、部活ができるというのは、ある意味理想的な部分もあるし、

それを小学校の段階でもそういった方向性で社会体育をやってほしいというのを提言しても

いいんじゃないかなという気はします。 

○Ｂ委員 

 今、Ａ委員さんが言われたとおりで、実は僕もスポーツ少年団をやっていまして、スポー

ツクラブで、例えば、サッカーであるとか、野球であるとか、剣道であるとか、バスケット、

今本当はＮＰＯとかで社会体育とは違う、お金を多く取って保護者に負担かけませんよみた
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いなクラブが今全国的にどんどん増えて、武雄にも出てきています。スポーツ少年団は、岡

本さん言われたように、多種目的な本当はスタートだったんですよ。今はスポーツ少年団に

行けば大会がないから、スポーツクラブのほうに入れますという親さんが増えてきているん

ですね。スポーツ少年団は金も安いし、だから、いろんなスポーツをやりましょうというの

が根底にはあるんですけど、親さんとか子どもたちがエリートを目指すために強いチームに

１週間鍛えてもらうところに。スポーツ少年団は週に一、二回ぐらいしかしないので、それ

がだんだんとそういうふうになってきている。 

 おっしゃるとおりで、教育委員会でスポーツ少年団、要するに子どものスポーツを抱えて

いる行政と市長部局にある、それは全く感覚が違うと思うので、本来、教育委員会が持って

いれば、そこまで入っていけると思うんですけど、任せているので、そこができないという

のは県内も当然あります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。ということで、Ａ委員さんよろしいでしょうか。いろいろこれ

から先の部活の方向性といいますか、そういうことを話をしていただきましたけれども、こ

れから先のことをイメージしながら今後よろしくお願いいたしたいと思います。Ａ委員さん。 

○Ａ委員 

 別件ですけれども、４番の県の教育委員会の件で３点御質問がございます。 

 １点目は、先ほどおっしゃった部活動の推進プロジェクトの多久・基山モデルというのを

今後注視していくということで、それがどの時点で進捗状況が分かるのか、来年なのか、２

年後なのか、そういったところがもしめどがあるのであれば教えてください。 

 それと、頂いた資料の最後のページになりますけれども、働き方改革のところと校則見直

しというのがございます。この働き方改革のほうで、４番の項目にいろいろ講じる措置とい

うのを書いてありますが、県としては本当は何を改善していくことが働き方改革につながる

のかというところをお聞きしたいかと思います。私の個人的な考えは、書類と会議かなと

思っております。 

 最後、校則見直しですけれども、これもブラック校則とか、メディアにも出ていますが、

これも県がどういった方向に持っていこうとしているのかということ。例えば、日焼け止め

の原則禁止というのは、いいのか悪いのか、これちょっと見てよく分からなかったので、マ

フラーの先端はみぞおちより上になるようにというのが、子どもたちの人権という観点から

見たときに、いいのか悪いのか、そういったところがもし分かれば教えてください。 

○教育長 

 部活動は途中経過ですけれども、いつぐらいに報告があるというのは、多分１年目の１月、

２月ぐらいに１回はあると思います。 

 働き方改革ですが、先ほど言われた会議の削減ですね、そういったことが一番だと思いま
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すが、まずは、先生方の勤務時間をきちっと把握するというようなことで、武雄はタイム

カードを入れていますので、ある程度きちっとした勤務時間のことを把握できます。 

 そして、会議の精選ですね。そういったあたりから進めていくということで、昨年はコロ

ナで結構出張がなくなって、一気に進んだところはあるんですが、それがまた復活をしない

ようにというようなことで県は今取組をされているところです。 

 あとは中学校の部活動の問題ですね。これが非常に大きな壁になっています。 

 校則の見直しについては、県立はかなり進めているということで、子ども、保護者が納得

する形で話合いをしながら変えていってくださいということで、ここに書いてあるのは、変

えないといけないような項目だと思います。これがいいということでなくて、このような観

点で変えないといけないのかなと思っています。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。もうよろしいですか。 

 教育長の報告のところだけで大分時間を取ってしまいましたけれども、これくらいで終

わってよろしいですかね。 

 じゃ、次の議事のほうに行きたいと思います。 

 まず、公開のほうなんですけれども、第１号議案 武雄市教育委員会事務局組織規則の一

部を改正する規則について御提案をお願いいたします。 

○教育総務課長 

 第１号議案と第２号議案一緒に説明させていただきます。 

 すみませんが、説明の前に資料の訂正をお願いしたいと思います。 

 ５ページの３行目ですが、「武雄市教育委員会事務局組織規則」としておりますが、上の

ほうは「職名規則」と書いており、「職名規則」のほうに修正をお願いします。すみません。 

 それでは、説明のほうに入ります。 

 ２つの議案については、室長補佐の職名の新設により、規則の一部改正を行うものです。

公布の日から施行し、適用日は市長部局と合わせ４月１日からの適用となります。 

 教育委員会管轄ではこども未来課の放課後対策室、新たな学校づくり推進室、文化課の新

文化会館整備準備室などがあります。 

 また、参事や室長の職務の改正は条文整理となっております。 

 説明は以上です。 

○教育長職務代理者 

 今説明をしていただきました。現行の線を引いてあるところですね。「係長及び室長補佐

を置き」という、それと、２番のところの線を引いてあるところ、そこが変更になると。 

 １番が入りましたので、番号が１つずつ繰り上がっていくということです。 

 ということで、提案理由はここに書いてありますけれども、職名の新設に伴い一部を改正
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するということです。新設されるということですので、当然かなと思います。 

 このとおりよろしいでしょうか〔「はい」と声あり〕。 

 それでは、１号議案につきましてはこのとおり可決ということです。 

 次、２号議案ですけれども、武雄市教育委員会事務局職名規則の一部を改正する規則につ

いてですけれども、これは新設されたので、職名のほうもこういうふうに変わると、付け加

わると言ったほうがいいかな、「室長補佐」というのが新たにできるということです。これ

につきましてもよろしいですかね〔「はい」と声あり〕。 

 ２号議案につきましてもこのとおり可決ということです。 

 どうもありがとうございました。 

 次は報告事項です。 

 報告事項につきまして、まず、①番の自治公民館長の委嘱についてです。何か御説明をお

願いいたします。 

○教育総務課長 

 現在のところ、４町の 28 名の方の交代が出ております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ここに書いておられる方が新たに代わって自治公民館長になられるということです。 

 これは報告事項ですので、御了承ということでよろしいですか〔「はい」と声あり〕。 

 次が職員配置についてです。 

 報告をお願いいたします。 

○教育総務課長 

 ７ページから 10 ページにつきましては、武雄市教育委員会職員及び武雄市放課後児童ク

ラブの職員を掲載しておりますので、御覧ください。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。恐らく前もって見ていらっしゃると思いますけれども、何か御

質問等はよろしいですかね。 

○Ｃ委員 

 職員の定数の書き方のほうですけれども、児童クラブのところですけれども、非常勤の方

も入れての数になっていたり、非常勤は括弧して合計を別に書いてあったりしていますけど、

その辺、何か違いがあるんでしょうか。例えば、朝日小学校では５名の方プラスの（非常

勤）と書いてあって、その方も入れての６名というふうな書き方がしてあって、その下の、

なかよしクラブのところを見ると、６名と括弧の中は８名、８名というのは非常勤も入れた

８名になっている、どのように違うのかなとちょっと思ったもので、すみません。 
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○教育総務課長代理 

 児童クラブについては、今回報告事項ということでこども未来課長が出席をしていません

ので、今日お答えすることはできませんが、４月 30 日の臨時教育委員会があるときには、

この分については回答をさせていただきたいと思います。すみません。よろしくお願いしま

す。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、その他につきまして了承ということでよろしいですね。 

 次は図書館の選書についてです。 

 図書館の選書についてはいつものとおりです。別冊でお配りしてありますけれども、これ

につきまして何かありますか。よろしいでしょうか〔「はい」と声あり〕。 

 図書館の選書についてはこのとおり承認ということです。 

 次は各課からの行事報告ですけれども、まず、追加説明等がありましたら、皆さん、課長

さんがいらっしゃらないところもあるんですけれども、いらっしゃる中で何か付け加え等あ

りましたら、お願いいたします。 

○生涯学習課長 

 16 ページをお願いいたします。 

 最近の県内、市内のコロナ感染状況によりまして延期になりましたものがございますので、

御報告いたします。 

 まず、４月 21日の武雄市民大学入学式、本日でございますが、延期しております。 

 また、行事予定の４月 25 日、わんぱくスクール開校式についても延期しております。 

 29 日、川古の大楠公園まつりにつきましては、昨年は中止しておりますが、今回は 29 日

から５月９日の長期間の開催といたしまして実施をいたします。 

 それから、５月９日、ジュニアリーダー強化研修は延期いたします。 

 26 日、武雄市民大学も延期といたします。市民大学につきましては６月以降については

再度スケジュールについて検討し、また報告があることになっております。 

 次に、武雄市・雄武町児童交流団のほうのチラシを御覧ください。 

 こちらのほうですが、先ほど教育長のほうから説明がありましたとおりです。この事業に

つきましてはコロナの感染状況で内容の変更、または中止も想定されますが、実施の場合は

引率者として団長は教育委員の皆様より１名、引率教諭は、今年度は御船が丘小学校より１

名、生涯学習課より１名の計３名となっております。５月の教育委員会で教育委員の皆様か

らどなたかお願いする予定としております。 

 次に、もう一冊お配りしております第２次武雄市子ども読書活動推進計画でございますが、

こちらは２月の定例教育委員会のほうで説明をさせていただいておりまして、３月にパブ
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リックコメントを行いまして、意見は０件ということでありまして、３月末に正式に策定と

いたしております。 

 以上、御報告いたします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 ほかに。 

○文化課長 

 17 ページを御覧ください。 

 文化芸術係の行事予定のほうで５月 30 日、たけお音楽祭についてチラシのほうをお配り

しております。５月 30 日ということで考えておりますけど、この分、昨日のコロナの感染

の拡大の部分がございますので、こちらについては主催者である実行委員会と文化協会と早

急に話をして、中止、延期、代わるものができるかとかいったところを踏まえて早めに判断

をしたいと思っております。 

 次に、18 ページになるかと思いますけど、歴史資料係の行事予定の 24 日の企画展「ス

ポーツの輝き～栄光の記憶と未来への希望～」ということで４月 24 日から開催いたします。

その分はチラシのほうをお配りしております。４月 24 日から５月 23 日まで武雄市図書館・

歴史資料館の蘭学・企画展示室で企画展を開催いたします。この部分につきましては５月９

日に聖火リレーがございます、今年はオリンピックで、また、2024 年には国民スポーツ大

会が佐賀県で開催されます。そういったことでスポーツをきっかけとして武雄市を盛り上げ

ていくために企画展を実施するものでございます。中身的にはオリンピックの佐賀県ゆかり

の方々のジャケットとか、ユニホームだとか、そういったものとか、若楠国体のいろんな展

示物とか、それだけでなくて今頑張っている子どもたちというか、今後を担っていく武雄で

頑張っている子どもたちの紹介とか、そういったことを展示しておりますので、ぜひ御来館

のほうをお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 何か御質問はありますかね。 

○Ｂ委員 

 たけお音楽祭、何で武雄中学校吹奏楽部は出ていないんですか。武雄中学校の吹奏楽部。 

○文化課長 

 こちらは出場の応募をしておりましたが、出てこなかったということで、武雄の中では青

陵中学校は今度入っております。 

○教育長職務代理者 
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 ありがとうございました。 

 ほかにないですか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、ほかにないようですので、ここに出ている報告事項につきましては以上ですけれど

も、追加があるかな。公開できる報告事項についてこのほかにございましたら、お願いいた

します。特にないでしょうか。 

 そしたら、次は非公開の議事に入ります。 

 

＝非公開＝ 

  

 次は次回の日程です。５月 18 日、今度火曜日になりますので、今までずっと水曜日で来

ましたが、火曜日です。15 時から４階会議室、ここで行われますので、皆さんよろしくお

願いいたします。 

 その他何か事務局から連絡がありましたら、お願いいたします。どなたからでも結構です。

Ｄ委員さん。 

○Ｄ委員 

 すみません。どこで質問していいかちょっと分からなくて、２点ほどよろしくお願いしま

す。 

 １点目が、前もちょっと言ったことあると思うんですけど、学校評議委員会についてです。 

 こうやって昔は当たり前と思っていたことがどんどん時代とともにいろんな流れが出てき

て、名前札をつけることなんて何もみんな疑問に思わなかったりとか、校則もこれが当たり

前と思っていたことが最近見直されてきたり、いろんな考えがあったりしています。それで、

学校評議委員さんもすごくいいメンバーも選んでいらっしゃるとは思うんですけど、地域で

よく名前がいつも出てくる人だったり、民生委員さん、何と言ったらいいかちょっと分から

ないんですけど、もう一度評議委員さんを再考されてもいいのかなとも時々思っています。

今の時代の生の声が生かされるようなメンバーをもしよかったら再考、これ意見です、再考

していただければ、よりよい学校ができていくんではないかなと思いまして、区長さんだっ

たりとか、それもすごく大事だと思うんですけど、今、学校に通っている、学校のことがよ

く分かっている、関心がある方をよりいっぱい入れていただくと、よりよい学校ができるの

ではないかなと思います。あくまで意見です。 

 ２点目なんですけれども、また全然違うんですが、家庭訪問と個人面談についです。 

 今の時期、私、コロナだったので、家庭訪問はあっていないのかなと思っていたら、学校

によっては家庭訪問も始まっているみたいで、学校によって家庭訪問、個人面談、学校に来

ての面談とかが行われているみたいです。この家庭訪問と個人面談とか、これは学校教育に

おいて必ずするべき位置づけなのか、それとも、希望者でも大丈夫なのかというのが少し気



- 18 - 

になって質問しました。というのも、面談で何か希望しないという欄があったりとかしたの

で、やはり今までの記憶だと、家庭訪問とか、するもの、受けるものと思っていたんですけ

ど、もし選択肢の中に、受けないとか、個人面談希望しませんというのがあった場合、そこ

をどう今後していくのか。そこで、１回も担任の先生と保護者さんが話さないまま１年終わ

ることももしかするとあるのかなと、そこがちょっと心配になりましたので、意見というか、

質問です。よろしくお願いします。 

○学校教育課長 

 学校評議委員につきましては、武雄市はコミュニティスクールを取っておりますので、学

校運営協議会委員ということになっているかと思います。実際、区長さんとか有識者等も入

られますけれども、育友会の代表ということも入っていっているかなと思います。そういっ

たことで、少しずつ変わってきているというのは御承知ください。 

 あと、個人懇談と家庭訪問につきましては、学校が判断して行っているものでございます。

教育委員会から指示されることではなく、校長が必要と感じたところはしております。武雄

中とかは家庭訪問は今やっておりません。 

 学校長の判断となっておりますので、学校のほうに聞いてみないと分からないところがあ

るなと思っております。また後で情報をお聞かせください。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 Ｄ委員さんいいですか〔「はい」と声あり〕。 

 ほかに事務局からは特にないですね。 

○教育総務課長 

 最初のほうで教育長の報告の中で、次回というか、臨時教育委員会を４月 30 日にありま

すので、委員の皆様には９時 10 分に教育長室のほうにお集まりください。よろしくお願い

します。 

○教育長職務代理者 

 30 日ですね。９時 10分です。よろしくお願いします。 

 ほかにないでしょうか。 

 ないようですので、これで終わりたいと思いますけれども、本当に皆さんいろいろ、下手

な司会で間違いばかりして、どうも御迷惑をおかけしましたけれども、今まで御協力ありが

とうございました。 

午後４時 40分 閉会 


